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別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
文書番号 1042 

決裁期日 平成２７年 ３月２０日 

名 称 上富良野町企業振興措置条例適用審査委員会 

日 時 平成２７年 ３月２０日（金） 13 時 25 分～13 時 55 分 

場 所 上富良野町役場 ２階 審議室 

出席者 

委員：川上委員長、富山副委員長、荒田委員、田中委員(副町長)、北川委員(総務課長)、 

佐藤委員(建設水道課長) 6 名 

庶務 産業振興課長 商工観光班主幹 担当主事  
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から上富良野町企業振興措置条例第 7 条に基づく工場等の指定申請

書が提出されたことから同条例施行規則第 14 条第 1 項第 1 号の規定により指定の可否につ

いて、上富良野町企業振興措置条例適用審査委員会を開催し審査を行った。 

１委員長あいさつ後、報告事項を行った。 

2 報告事項について 

 （1）委員の変更について、役場内の人事異動により庶務含む 3名が変更となった。 

 （2）条例の改正内容について、資料１に基づき説明した。 

3 工場等指定の可否について   

 ○担当主幹から資料２により工場等の指定について説明した。 

 本工場では受注が増加傾向にあり、生産性を向上させるため、稼働時間の延長ととも

に、製造設備を増設する。 

事業の概要は、 製造設備等の増設、投下固定資産額 50,740 千円、

増加する従業員 12 名、平成 27 年 6 月操業開始予定。 

 助成内容については、固定資産税額の補助と従業員１名につき 15 万円の助成が３年

間となり、両方合わせて３年間で 6,465 千円と試算。 

 質疑１ 雇用について前回指定時の実績は。 

担 当 7 人の雇用のうち町内在住者 4名を補助対象人数としている。 

    今回は 10 名の採用が決まっており、うち 6名が町内在住者である。 

質疑２ 求人の内容・方法は。 

担 当 ハローワークを通じて新卒者等募集を行っていると伺っている。 

次項につづく



内 容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑３ 要件に雇用３名以上とあるが、雇用の人数が２名になった場合、指定は取り

消されるのか。 

担 当 ３か月以内であれば補充を認めているため、現在のところ前例はない。 

委員長 他に質問がなければ指定することに可とすることで決定するがよいか。 

委 員 異議なし（指定について承認） 

以上で会議を終了。 




